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「「基本所得」政策と整合的な資源配分ルールの理論的構成可能性」(230)

「その基本観念はシンプルかつ根源的なものでありながら、支給される定額所得の水準やそれを支える財政的な仕組み、さらには市場経済との接合方法などにおいて、多様な政策的・財政的定式化の可能性をもっている。」(231)

「その財源を、第一次的に土地などの外的資源に求めている……自然物としての外的資源のみならず、人間の媒介を経た生産財である資産や資本なども含まれる。先行世代によって生み出された富はすべて共有の遺産として、現行世代によってその価値を均等にシェアされるべきものとみなされる。」(233)「就労をもレントの発生する外的資源と位置づけ、課税によって……基本所得の追加的財源」(234)

「以上のような基本所得制度は、それがいわゆる外部性の無い完全競争市場を前提にし、そこでの競争均衡配分を事後的な資源配分の実現と見なす限り、ファースト・ベストの資源配分ルールとしての特性を持つと言ってよいであろう。基本所得配分＋競争均衡配分の実現は、パレート効率性と無羨望衡平基準、ないしは非支配的多様性基準の実現を意味するからである。それに対して、賃金課税をも基本所得制度の財源とする場合には、市場的取引後の労働所得への課税を伴う点で、資源配分ルールとしての規範的特性に違いが出てくることが予想される。このケースにおいて考慮しなければならないのは、各個人が自己の労働スキルを過少申告するかもしれないという、いわゆる「誘因両立性(Incentive compatibility)」問題であり、この問題をクリアするような税制度の設計可能性である。」(235)

「個々人の労働スキルの情報」「消費に関する選好順序の情報」

「従来、「基本所得」は、一定額の所得が全ての個人に事前に与えられ、そのもとに、各自が市場活動を通じて所得を上乗せできるような仕組みとして記述されてきた。だが、この記述にはいくつかの曖昧さが含まれている。第一に、「事前」という語は、勤労所得額が一定以下の場合に事後的に給付される負の所得税との区別としても用いられているが、「事前」か「事後」かという区別は本質的ではないことは経済学では周知の事柄である。1期で終わる経済活動ならばいざ知らず、継続的な経済活動がなされる状況であるならば、人々は課税も含めた事後的な純所得（事前に給付された所得＋賃金所得－課税）を予測しながら、事前的な経済活動のあり方を決めるであろう。他方、人々の行動に先立って資源配分ルールを設計する際には、ルールのありようそれ自体も変数としながら経済活動を行う個々人の行動を予測することが不可避となるだろう。第二に、ここでは実行可能性の問題が考慮されていない。一定額の所得を全ての個人に給付するためには、社会全体でプーリングされた資源を必要とする。だが、人々の経済活動に依存して資源の総額が変動する状況においては、あらかじめ決められた一定額の所得をすべての個人に給付するための資源が常にプーリングされる保証はない。実行可能性を保証するためには、人々の自発的な経済活動と連動した形で、給付される所得総額が決定される仕組みを構成する必要があるだろう。」(242)

成瀬龍夫「全国民一律最低限所得保障ベーシック・インカム構想とその可能性――小沢修司著『福祉社会と社会保障改革――ベーシック・インカム構想の新地平』によせて」

『賃金と社会保障』No.1341（2003年3月上旬号）

「三つの疑問」

「一律の所得保障で国民の生活リスクをカバーできるか」

「多様なリスク」「画一的」

「所得保障の水準とその財源について」

「その水準は社会保障で認められてきたナショナル・ミニマムに匹敵するものでなければならない」

「ベーシック・インカムの水準は、あらかじめ決定するわけにはいかず、財源の枠内でしか決めようがない。」

「結局、ベーシック・インカムの水準は財源的余裕によって左右され、それはまた個人所得税の納税者の数と納税額、要するに国民のうちの就労者数と賃金水準によって決まることになる。

　ベーシック・インカムは所得と労働を切り離すところに本質的な特徴があるとされるが、給付面では切り離せるかに見えても、給付の財源面では所得の源泉である労働との関係を断ち切ることはできないのではなかろうか。」

「医療や介護などのケア・サービスはどうするのか」

「ベーシック・インカム論者は、ケア・サービスの分野については各国の既存の社会保険制度などをそのまま利用すればよいと考えているかもしれない。小沢氏も、当面はそのように仮定している。しかし、そうであるならば、この分野では、ベーシック・インカム論者の批判する労働とサービス保障の関係が保険料の負担を通じて残ることになり、原理的な不徹底さが否めない。」

都留民子『フランスの貧困と社会保護――参入最低限所得(RMI)への途とその経験』（法律文化社、2000年）

R.ルノワール（当時の社会福祉局長）『排除された人々――10人に1人のフランス人』

Lenoir, R. (1974), Les exclus. Un Francais sur dix, Seuil

L.ストルリュ（後のジスカール＝デスタン政権下の雇用庁長官）

Stoleru, L. (1974), Vaincre la pauvrete dans les pays riches, Flammarion

益戸欽也他訳『富める国の貧困』（サイマル出版、1981年）

「現在、RMIはほとんど無条件の所得として機能している。多くの契約〔参入契約〕は見せかけであり、しばしば契約は締結されていない。このように、現実には労働の義務は存在していないのに、給付と参入の完全な切断を主張することで何を得ようとしているのか？」(204)

「何よりも、彼らは（フランスの扶助受給者は）、労働から引退するには若すぎる元気な青年、若年成人(jeune adulte)であることを見落とすべきではない。労働を前提としない、参入の努力も必要ない、さらに貧困の要件もなく誰でもが受給できるという社会的所得は、それだけを聞くと非常に理想であるが、その論者たちは貧困の実態――失業者や排除された人々・貧困者の生活状況や彼ら自身のニーズについてはまったく語っていない。しかも（「したがって」というべきか）、新しい無条件生活所得が保障する所得水準はいずれもRMIのそれを上回ることはないことも特徴的である。筆者がみる限り、無条件所得保障の主張は、研究者の間では一定の支持とグループは結成されているが、失業者たちの第1の要求は、無条件手当というより、RMI等の最低限所得手当の大幅な引き上げである。」(206)

武川正吾・宮本太郎・小沢修司

「座談会　ワークフェアとベーシック・インカム：福祉国家における新しい対立軸」

『海外社会保障研究』No. 147 (Summer 2004)

武川「宮本さんはワークフェアとアクティベーションを区別しておられますが、両者の譲位概念はあるのでしょうか」

宮本「上位概念は「社会的包摂」です。これはヨーロッパの社会政策研究者・実務家を中心に使われる福祉改革の理念で、人々の自立を支援する、いわば機会保障型の福祉のことを指します。この場合、人々が社会的に包摂され、あるいは自立する場を、労働市場とする考え方（就労連携強）と、労働市場の外も含める考え方（就労連携弱）とにまず分かれます」(7)

小沢「ベーシック・インカムの財源として、一般的には勤労所得への比例課税が考えられています。今日の税制では、生活を維持するための所得を確保・保障するために、個人への所得課税の場面で、配偶者、児童、老人の扶養などそれぞれの世帯事情に応じたさまざまな所得控除が設けられていますが、個々人に所得を保障するベーシック・インカムが導入されるとそれら所得控除が不要になります。また、社会保険の現金給付相当の拠出金も不要になります。つまり、社会保障制度と税制に分かれて実施されてきた福祉的給付を、ベーシック・インカムに統合・一本化しようという構想でもあるわけです。」(8)

小沢「ただ、今の労働組合が支持するかというと、もしかしたら厳しいかもしれません。」(10)

小沢「戦後福祉国家でいわば物言わぬ「少数者」であった人々が、今日、多数者となってベーシック・インカムを支持するという図式が描けるのではないかと思っています。社会階層的にいえば、高齢者、女性、いわゆるフリーターと呼ばれる不安定雇用に従事する若者たち、そして失業者たちですね。福祉の分野などで社会貢献的に仕事をしたいけど賃金があまりに安すぎてどうしようもないと嘆いている人たちも支持するんじゃないでしょうか。／それと、経営者にも支持される状況があると思います。……労働時間の短縮とワークシェアリングの推進にとって労働者側の「抵抗」（低賃金を嫌うという）を除去するだけでなく、社会保険負担に悩む経営者にとってもベーシック・インカムは歓迎され、時短社会の実現と失業の削減、パート労働者の労働条件の改善に貢献するものと思われます。」(10)

小沢「働いている・働いていない、労働と非労働の線をどこで引くのかは、今日非常に難しくなっていると思います。富の生産に関与する場所や時間が工場やオフィス内、いわゆる「9時から5時まで」に限定されなくなっています。その点をネグリとハートは共著『帝国』で指摘し、万人への所得保障の根拠にしています。……この議論は、今後さらに吟味してみたいと思います。」(11)

宮本「フリーライダーや政治的合意形成の問題とも絡みますが、市民権（シティズンシップ）は、権利に対しては所属するコミュニティに対する何らかの貢献を伴うというレシプロシティ＝相互性の規範や社会契約を含んでいると思います。しかし、ベーシック・インカムは、無条件に給付されるわけですから、そのような貢献を担保する回路を一切持たないわけです。したがって、そこに社会契約は成り立たないのではないでしょうか。」

小沢「労働と所得を切り離すことが、ベーシック・インカムの本質的な特徴だとされており、そこから相互性や社会契約が問題になるわけですが、私は労働と所得とを全面的に切り離すことは考えられていないと思います。財源を勤労所得に求める以上、富の源泉である労働と所得との関係を総体としては保ちます。しかし、労働の成果は能力によって変わるわけですから、所得の分配基準を個人レベルでは一致させない、というのがベーシック・インカムの考え方の基本的な特徴だと思います。つまり、労働と所得の直接的な関係を断ち切る一方で、総体としての関係は保っている。このことによって、財源を勤労所得に求めつつ、個々人については均一的に平等に配分することが可能になるわけですし、マクロなレベルではコミュニティに対する貢献、ひいては社会契約も成立していると言えます。」(11)

宮本「ベーシック・インカムの本旨は、コミュニティへの貢献を測定する上での物差しを、生業あるいは有償労働からアンペイドワークへと比重を移すところにある、ということでしょうか。もしそうだとすれば、アトキンソンのいう「参加所得」こそがベーシック・インカムの本流であって、無条件に給付されるベーシック・インカムはむしろ傍流である、と理解してよろしいでしょうか。」

小沢「いや、そうではないと思います。」

小沢「アトキンソンのいう参加所得、ベックのいう市民労働モデルに対する市民手当、リフキンのいう地域コミュニティ活動に対する社会賃金、の内容は一緒だと思いますが、賃労働＝生業以外の労働にかかわり、社会参加を行う者には所得保障をすることで、アンペイドワークと給付をリンクさせようというわけですね。／ただ、おっしゃるように、アンペイドワークと給付をリンクさせようとすると、新たに「ワークテスト」を導入することが必要になるわけです。」(12)

武川「語弊があるかもしれませんが、ごろ寝していてもベーシック・インカムを渡しましょうという形ですよね。これを正当化するのは難しいと思うのですが、いかがですか。」

宮本「例えば、労働市場の外にいることを保障するさまざまなプログラムがどうして正当化されているのかというと、……そこで潜在的な能力を養うことが、長いタイムスパンで見るならばコミュニティへの貢献になっているという了解があるからです。」(13)

宮本「インゲマル・リンドベリ……アクティベーションないしはワークフェアの道を選択しています。／なぜなら、ベヴァリッジ型のフラットレートの年金モデルが経た歴史の経験に学んでいるからなんです。つまり、基本的な福祉システムを構築しても、給付水準が低すぎるため選択除外制などの形で民間の制度に流出するケースが増加して、結果的にベヴァリッジシステムは非常にマージナルになってしまったわけです。スウェーデンでは、その二の轍を踏まないために、50年代に付加年金や所得比例年金を構築し、99年の年金改革でもそれを守りました。／ですから、スウェーデン福祉国家推進派たちは普遍的な最低保障の仕組みを作ることに躊躇するわけですが、こうした懸念にどう応じられますか。」

小沢「ベーシック・インカムは最低限の生活保障をまずは行うわけですから、特に所得再配分的な機能を考慮する必要はないのではないでしょうか。」

武川「……たとえ理念はそうであっても、実際にはベーシック・インカムだけで最低限の生活を維持できるような水準に給付が設定される可能性は低いわけです。イギリスでフラットレートのシステムが失敗した理由もそこにあるわけでしょう。フラットレートではナショナルミニマムを維持できないために、イギリスでも所得比例を導入したわけです。これは歴史的教訓です。イギリスの場合は、保険／扶助モデルのためにこうしたことが起こったのですが、財政的な理由から同様なことが生じるかもしれません。」

宮本「そのとき、現行所得保障のために民間の保険が入ってくると、二重化が進むというのがこれまでの歴史だと思います。」(13-14)

宮本「社会的包摂を目指す、現代の福祉改革の課題」(15)

岩田正美・八田達夫「対談　所得保障と就労支援：日本におけるワークフェアのあり方」

『海外社会保障研究』No. 147 (Summer 2004)

（[  ]は編者挿入）

岩田「社会が要求する標準的な能力を身につけていない人を[労働市場に]呼び込むと、むしろコストが非常にかかるわけですね。ですから、その人たちは最低生活保障だけして、余計なことはしない、というやり方はありうると思います。……経済合理性から言うと排除してしまったほうがいいような人たち」(21)

シルバー人材センター

岩田「昔、社長さんであろうと、学校の先生であろうと、「草むしりしよう」みたいなところに落ちつくわけです。とてもおもしろいのでしけれど。」(22)

岩田「障害者の作業所の経験……多くの場合その基礎にあるのは生活保護か基礎年金なのです。つまり、所得保障があって初めて就労が成り立つ。やはり就労だけでは成り立たないのです。」(22)

ピエール・ロザンヴァロン『連帯の新たなる哲学――福祉国家再考』（北垣徹訳、勁草書房、2006年）

Pierre Rosanvallon, La nouvelle question sociale: Repenser l’Etat-providence (Seuil, 1995)

RMI: Revenu minimum d’insertion（社会参入最低所得）（エール・エム・イ、エレミー）

1988年12月より施行。受給条件に、職業訓練など社会参入にための訓練が含まれている。

第一章　保険社会の衰退

「遺伝学のこうした発達は、いずれは途方もない政治的・社会的結果をもたらすだろう。その理由は簡単である。こうした発達の結果、社会的なものへの統計的アプローチは見直されて、個人の生活習慣と因果決定とを考慮に入れることのできるモデルが洗練されるであろう。同時に、福祉国家の基礎をなしていた保険の論理も、妥当性を欠くものとなる。保険の特質は、個人のデータを消去し、それを統計的秩序のなかで、ある集団のもつ一般的性格のなかへと解消させることにあった。このように本質的に保険は、社会化・集積化・連帯化の機能をもっている。保険の対象とするリスクは集団にかかわるものだったのだ。保険が存在しうるのは、構成員たる個人のおかすリスクを全体のなかで分散させうるように、集団がつくられているときだけである。リスクのこうした観念から、保険は人工的で契約的な公正の規則を発達させることができるのであり、そのとき公正はもはや自然との適合性から把握されるものではない。ところが、もしも生得が獲得に勝るならば、公正のこうした考え方は崩壊する。実際リスクの個人化が進むなら、保険可能なリスクという観念そのものが消滅するだろう。因果決定が個人的なものである場合、可能な保険は存在しない。なぜなら、そこではもはや固有の意味での偶然が存在しないからである。かりに人間がみずからの自然＝性質のなかに、完全に固定的なかたちで組み込まれているとしたら、もはや分散すべきなにものも存在しないということになってしまう。」(32-33)

「今日において、運命の認識にかんするこうした革命は、まだ私企業の保険の世界でしか効果を生じていない。知識の進展に応じて、リスクの分類はより洗練化され細分化し、その結果社会的なものも次第に分割されていくだろう。」(33)

「このように今や社会的なものの崩壊が水面下で進行しており、それは情報の力学に沿って進んでいる。しかし社会保険の世界もまた、そこに否応なくかかわっていくだろう。今後は、連帯を受け入れるには生活習慣を管理する要請が伴うという事態が始まっていく。つまり喫煙者はみずからの悪徳と治療へのアクセス権とのあいだで選択を迫られ、アルコール飲酒者は余分の社会保険料支払に脅かされるだろう。個人の生活態度にかかる社会費用が、ますます区分のはっきりしたものになるにつれ、連帯と自由とはさらに歩調が合わないままで、道を進んでいかねばならない。こうしたかたちのもとでもまた、保険社会の衰退があらわになっているのだ。」(33-34)

Nicolas Dufourcq, ‘Securite sociale: le mythe de l’assurance’, Droit social, mars 1994.

第二章　国民の再創造

第三章　連帯への新たなる道

第四章　受動的福祉国家の限界

「最低所得保障の恩恵で直接生活している者の数は七百万から八百万に上る。これが、正当にも「連帯の自己破壊」と呼ばれてきた逆説なのである。」(108)

「より一般的には、フランス本土に居住する成人のおよそ四五パーセントが、その主たる収入が社会保障（年金も含む）に依存していると推定されている。Jean Marmotが報告書Les Comptes de la Securite sociale pour 1993, Paris, Commission des comptes de la Securite sociale, 1994の序文で示している数字より。」(108)

「忘れてはならないのは、何よりも福祉国家が歴史的に保険や補償の形態で発展してきたのは、社会が全員に労働を保証することである種の同質性を維持することができなかったからである。このため今日においては、雇用は福祉国家をめぐる諸問題の中心に位置している。失業とは、現代社会において近代経済の諸矛盾が作り出した最悪のかたちである。失業者の補償費用を労働者の賃金へと転化する可能性をめぐる技術的な議論の背後には、こうした近代を支えるさまざまな基礎が、問われるべきものとして存在しているのだ。」(119)

「ひとつの大きな危険が、今日われわれの社会を待ち受けている。排除に賃金を与えるという誘惑である。この誘惑は、二つの分析が交差するところに存在する。つまりわれわれは、一方ではきわめて長いあいだ失業に悩まされる状態にあることを確認し、他方では最低生活保障のセーフティーネットを配備する必要があると認識している。われわれの社会は十分に豊かなので、排除された者を引き受けることができるという意見を、しばしば耳にする。ここから、経済的なものと社会的なものという二つの領域が、ますます分離していくことへの黙認が生まれるのだ。排除に賃金を与えるというこうした傾向は、二つのかたち、すなわちハンディキャップモデルと生存所得モデルで現れる。

　福祉国家は一九六〇年代および一九七〇年代を通じて、就労能力の身体的または精神的欠陥を有するために労働市場に参入できない者、あるいは事故の被害を受けて復帰できない者を、漸次的に引き受けてきた。それ以前の社会保障システムは短期的な情勢の変化に対処するために構想されていたので、長期的な状況を扱うには実際のところ不適当であった。かくして、フランスでは一九七五年、成人障害手当(AAH)が始まった。これには当時、一〇万人の受給者がいた。それが二〇年後の現在、五〇万人以上という数字になっている。これとは別に、就労能力の欠陥度合が八〇パーセントを越える成人に支払われる補償手当も、一九七九年に導入された。これには現在、二〇万人の受給者がいる。これらの数字には一方では、ある実質的な社会進歩に対応している。かつては悲惨な生活を余儀なくされ、社会扶助局の時として変わりうる寛大さに依存していた者たちが、権利を認められ、生存手段を確保したのだ。しかしながら障害手当の増加は同時に、ある望まれざる現象にも対応している。すなわち、ソーシャル・ワーカーがある個人の社会参入にかんする諸問題を解決するに至らなかった場合、その者をハンディキャップの範疇に含めるようになったのである。会計院による最近の報告は、この慣行を批判している。

　別の社会問題に対処するために、本来の目的から逸らして障害者用の手当を使用するということは、行政上の逸脱ということにとどまらず、きわめて深いところにある動きに対応している。つまり、排除に補償を与えるシステムが配備されていく動きである。ある一定数の個人の社会参入を促すことができないために、最終的に彼らをいわば「社会障害者」になぞらえるのである。このようにして、ハンディキャップの範疇が次第に医学領域から社会領域へと移行し、さまざまなかたちで社会の周縁におかれた者を一括りにして、場合によっては、テクノロジーの変化に対応できない労働者までをも包含しようとする。その結果、この点にかんしてはまさに「障害学handicapologie」を語りうるのである。

　このような動きは、福祉国家が経済的なものと社会的なものとの分離を、悪影響をもたらすかたちで制度化してしまう方向へと逸脱してゆき、補償の社会と排除の社会を対にして成り立たしめるという深刻な事態を表している。こうした逸脱が今のところもっとも顕著に現れているのは、オランダである。」(120-122)

オランダ：一九六八年、障害保険(WAO)のシステム。事故以前の賃金の八〇パーセントを保証。一九七六年、障害年金(AAW)に関する別の法律で、保護措置が非就労者にも拡大適用。最低給付額は最低賃金の七〇パーセント。一九八〇年代には、解雇後新たな職を見つけるのが困難な労働者にも適用。失業手当最長期間後、無期限の障害手当が。一九九四年には、障害手当受給者数一二〇万人（内六〇万人が失業補償）、つまり労働人口の一七パーセントに。

Martin du Bois, ‘Dutch Efforts to Mend Social-Security Net Take Lead in Europe’, The Wall Street Journal, 1 dec. 1993.

「一九世紀末に失業という範疇が発明されたのと同様に、一九八〇年代には社会的ハンディキャップという範疇が発明された。いずれの場合にせよ、社会において正常なかたちで組み込むことのできない者たちを管理するためにである。こうした場合、市民は手当によって財政面で獲得したものを、精神面で失うことになる。ある種の連帯が働くのであるが、それは社会から隔離させるという代償においてなのだ。」(124)

「これに対して生存所得という考え方は、扶助と公民の尊厳を和解させる試みとして提示される。この考え方はここ数年のあいだに、さまざまに異なる名称のもとに――普通給付や市民所得、英語では基礎所得（ベーシック・インカム）など――表面化している」(124)

「まず最初に述べておくなら、普通給付は社会的なものへの新たな取り組みというよりは、むしろ補償を行う社会の極限を構成するものに私には思われる。それは、福祉国家の古典的概念化が終焉したことを示す逸脱的で逆説的な姿なのだ。この点を手短に説明しよう。

　普通給付という考え方は、経済活動の領域と連帯の領域とが次第に分離していく傾向を、独自のかたちで表す徴候となっている。このため、超自由主義的な観点とある種のユートピア的共産主義とが、驚くべきかたちで合流する機会が生じているのだ。それは積極的ユートピアの局面においては、社会紐帯の他には還元できない政治社会的基盤を表明しており、業績によってスライドするのではない所得への権利を、そこから導き出す。しかし普通給付は同時に、超自由主義の側でも多くの支持者を得ているのだ。……市民所得が導入されると最低賃金を低くすることが可能になり、労働市場の柔軟性を増すことができる……つまりマクロな水準での社会契約によって、ミクロな経済水準において市場が有するまったく非社会的な機能が正当化され、効率を追求することと連帯へ関心を向けることが完全に分離されるのである。

　社会的なものから経済的なものを根源的なかたちで切り離すことで、生存所得は雇用の問題を二次的な次元へと格下げすることを可能にしてしまう。生存所得設置のための協会は「雇用への闘争は後衛の闘争である」と判断する一方で、ジャン＝マルク・フェリーは「普通給付を導入することは、完全雇用という時代錯誤な主題にしがみつくことをあきらめることである」と記す。そこでは「ポスト労働」の社会を構想することが、労働界と扶助界とを分離する二元論的な見方へと、両義的なかたちで溶け込んでいる。もともと多様性を孕んだ展望は、両面をもつこうした理由により、逆説的な方向転換へと至る。つまり、社会権の進展が排除を担保することで終わってしまうのだ。

　たいして、まさにこれとは逆の方向に向かって、受動的福祉国家の限界を乗り越えるべく関わっていかねばならない。労働による社会参入こそが、排除にたいするあらゆる闘争の礎石であり続けるべきである。……人間が戦ってきたのは、保護者として人々を気遣う福祉国家によって衣食住を与えられる権利のためにではない。みずからの労働によって生活する権利、みずから得る収入を社会における職能に由来する承認に結びつける権利のために、戦ってきたのである。」(126-129)

「どうすればよいのか。ごく小規模な場合を除いて、過去への回帰は現実的ではないように思われる。RATP[パリ市交通公団]が案内係や監視係の人材を雇用することが可能にせよ、それでかつての検札人や見回り人の時代に戻ったとは思われない。労働費用が低減されると、おそらく企業にとって雇用は容易になるだろうが、それでかつての組織様態へと、喪失が嘆かれる保護的な小さな雇用のたまり場へと戻ることができるわけではないだろう。そうではなくして、経済的なもののなかに社会的なものを埋め込むためのかつてのこうした様態と同等の効果を産出する手段を探求する必要があるのだ。

　今日において、次のような用語で追求すべき目標を定式化できるかもしれない。すなわち、経済面での近代化と社会組織の再建を同時に行うべく、社会的なものをある種のかたちで内的に組み込むための近代的方法を見出す、という目標である。つまりそれは、同時に現代的であり、かつ古風でもある方法となるだろう。」(130-131)

「社会参入の新たな経済的形式」「雇用にかんして新たな類型」(131)

「アメリカ合衆国におけるJOBプログラムからフランスの雇用連帯契約……その場しのぎの思いつきの様相を呈している」(133)

第五章　労働への権利　ある問題の歴史

「貧者への法的扶助の制度を、同情に基づく慈善という古い範疇においてのみ捉えることを拒むならば、それをいかにして定義するのかが問題となる。というのも、このことにかんして、すべての者は以下の点で一致していたからだ。すなわち、市民的な平等を認めることと、権利を保持する主体として個人を承認することに基礎をおく民主社会においては、個人的な慈善の観点による取り組みはもはや十分ではないという点である。けれども自由主義者はしばしば、扶助への社会的権利という観念が引き起こす困難を示しつつ、問題の純粋に消極的な理解で満足していた。」(162)

「実定的権利として了解しうる社会権の範疇を画定することは、自由主義思想の枠内でも可能である。しかしそのときには、社会権をそうしたものとして認識するために、それははっきりと同定可能な請求可能性に基づいていなければならない。実際のところ権利の基礎となる権原は、互酬と補償にかんする算術にある。例えば傷痍軍人や戦没者未亡人は、社会にたいして事実上何かを与えたがゆえに、社会への請求可能性を有するとみなすことが可能である。彼らにたいして社会が請け負う負債は、公共の利益という理由で財産を収用された者に支払う補償金と、法的には同じ性質のものだ。このような意味において、自由主義者は請求可能性を有する社会権の合法性をつねに認めていた。しかしながら複雑な社会においては、議論の余地のない請求可能性の起源を決定することは困難である。請求可能性の原理は法的には適切であっても、社会発展の文脈においては、たんなる道徳的権利と差異化をはかることがますます難しくなる。それゆえこの原理は、道徳的権利と実定的権利の区別という原理と同じく脆弱なものである。」(164-165)

「近代的な失業概念（労働の欠如に由来するやむを得ない非就業形態）」

「概念を明確にすることで、社会行動に関連した新たな取り組みが可能になっていった。失業が偶発事と理解され、経済情勢の分析のなかに組み込まれていくことで、労働にたいして天引きで徴収される負担金を財源とする保険の論理で、失業を取り扱うことができる。その結果として、失業補償はもはや何らかの扶助形態にはなぞらえられないものとなった。当然支払われるべきもの、負担金の対価となったのだ。」(168)

John Arthur Garray, Unemployment in History. Economic Thought and Public Policy, Harper and Row, 1978.

第六章　社会への参入

「一八四八年の二月革命から一世紀半を経て、労働権について考えることがふたたび現実味を帯びるようになった。補償による古典的保険の考え方だけでは、もはや失業の問題を取り扱うことができない以上、また社会排除に賃金を与えるという誘惑の危険性が推測される以上、この問題は無視しがたいものとなる。今日、雇用にたいする取り組みにおいて根本的な断絶のときがきたと、人は漠然と感じている。古典的な分析や処方は、もはや争点とはなりえない。何も変わらなければ、新たなルンペンプロレタリアート、アメリカ合衆国でいうところの「最下層階級underclass」が固まっていく事態を前にして、われわれはなすすべを失うであろう。何も変わらなければ、福祉国家の崩壊と排除の増大とが、容赦なく相次ぐことになるだろう。」(171)

「福祉国家再考は何よりもまず、失業の社会的管理を新たなかたちで構想することを意味するのである。」(172)

「探索すべき道は狭い。」(172)

第七章　社会的なものの個人化

「社会機構は今日、行き詰まりの状態にある。一九四五年に設立され、その後発展したような福祉国家は、もはや未来のモデルとはなりえない。その哲学的および技術的基礎は崩れてしまい、連帯の組織にかかわる原理や手続は、すでに時代に適合していないのだ。」(205)

「歴史的にみると、福祉国家には三つの要素が重なっている。すなわち、目標となる特定階層、それに適合した規則や給付の総体、専門家としてのソーシャル・ワーカーの一団である。社会進歩はほとんどつねに、同じく三段階の図式で展開した。第一段階では、目標となる特定階層が同定される（障害をもった成人、母子あるいは父子家庭、未成年の母親など）。そしてこうした特定階層が公的行動の対象となるべく、統計的、法的および行政的に構成されるのだ。第二段階では、権利や特定の手当が整備される。続いて第三段階として、専門家としての公務員やソーシャル・ワーカーがシステムの管理を支え、申請者が給付に適した権利を有しているかどうかをチェックし、規則とその対象者との適合関係を規制するのである。こうしたシステムは長いあいだ効果的であったが、今日もっとも切迫していると思われる社会問題を扱ううえでは、もはや適したものでない。二つの中心的問題――長期失業者と過剰債務世帯――を取上げるならば、これらいずれの場合においても、社会政策の伝統的な意味での集団や特定階層が存在しないことが分かるだろう。」(206)

「排除された者を「計数」してもたいして意味がない。」

「そこから不安定（プレカリテ）や脆弱性（ヴュルナビリテ）といった観念の新たな重要性」(211)

「後見的色彩」(224)

廣瀬純『闘争の最小回路――南米の政治空間に学ぶ変革のレッスン』（人文書院、2006年）

「要するにネグリ＝コッコは、「ニュー・ディール」という関係性の物質化としての諸制度の構築が必要だと主張しているわけだ。そして、この文脈において、彼らは「社会プラン」を引き合いに出し、次のように論じるのである。

　アルゼンチンの場合、この挑戦の地平は、ひとつの特定の問いのまわりに引かれている。すなわち、どのようにして、失業者たちのための諸プランを、ピケトロ運動[movimiento piquetero]に対する分裂や恩顧主義的コントロールや吸収や断片化のための道具としては機能しないような――いまではまだ、そうした場合がある――ひとつの（すでに存在している）保証所得の制度化へと導くのか。あるいは、どのようにして、この所得を、ひとつひとつの特異性[singularidad]――すなわち、失業者ひとりひとり――がよりいっそうの＜共＞[commun]の生産において労働することを可能にするようなひとつの＜共＞次元へと転換できるのか。同時にまた、あくまでも雇用あるいは「賃金」労働職というパースペクティヴから組み立てられる「我々は労働を求めている」[“queremos trabajar”]といった要求を生産的な場で捨て去るために、ピケトロ運動には何ができるのか。一方で、社会プランの普遍所得への転換は、断片化の脅しに基づいたコントロールからすべての特異性（ひとりひとりの失業者、ひとりひとりの男、ひとりひとりの女）を解放する。そしてまた、他方で、諸々の特異性は、ひとつのポジティヴな場において、彼らの闘争（この一〇年間の政治的突然変異を引き起こしたほどに生産的な闘争）の生産的次元を拡大できるし、拡大しなければならない。

ここに長く引いた箇所は、とりわけ、ネグリによってこれまで幾度となく言及されてきた「保証所得(ingreso asegurado)」あるいは「ベイシック・インカム」の議論が新たに「闘争の生産的次元」に直接的に結びつけられて論じ直されているという点で、すなわち、「保証所得」が運動による諸闘争に支払われるべきものとしてはっきりと位置づけられている点で、極めて興味深いものであることは言うまでもない。そしてまた、ここで列挙される問いのすべてが極めて重要であるということは、私たちにとっても同じである。しかし、それでもなお、私たちがネグリ＝コッコの議論に疑義を唱えざるを得ないのは、彼らがそれらの問いをあくまでもキルシネル政権とピケトロ運動とのあいだで共有されたもの――「《新たな政府》と諸運動との挑戦」――として位置づけてしまうからである。私たちからすれば、「社会プラン」をめぐるこれらの重要な問いは、あくまでも諸運動の側においてのみ立てられているものであって、反対に、キルシネル政権のほうは、それらの問いを諸運動と共有していないどころか、むしろ、極めてあからさまかつ積極的に「社会プラン」を「ピケトロ運動に対する分裂や恩顧主義的コントロールや吸収や断片化のための道具」として機能させようとしてきたのであり、さらにまた、そのことによって、ピケトロ運動の闘争を「あくまでも雇用あるいは「賃金」労働職というパースペクティヴから組み立てられる《我々は労働を求めている》といった要求」へと還元しようとしてきたのだ。」(114-115)

「キルシネル政権……「社会プラン」の事実上の恩顧主義的な分配」

「この意味で興味深いのは、「社会プラン」の枠組のなかでキルシネル政権によって新たに設けられた主たる扶助制度が、小規模起業(microemprendimiento)への資金援助を目的とするものであったということである。

　メネム政権下においては、市町村(municipios)あるいはNGOによって計画され実施される公共事業に一日当り四時間の労働を対価として提供することが「社会プラン」受給のための条件になっていたのだが、一九九九年に……ピケトロ諸組織は、受給した「社会プラン」を直接的にコントロールすることができるようになった（「連合」政権がピケトロ運動に「社会プラン」の直接的コントロールを許したのは、「社会プラン」を通じた正義党の恩顧主義戦略を解体するためであり、それ以上の積極的な動機はない）。そして、このことが、それぞれのバリオで市場に従属しない自律的で特異的な経済空間を構築し得る可能性を、ピケトロ諸組織に開いたのである。……キルシネル政権……それとは正反対に、資本制の外に溢れ出してしまった労働力あるいは生産力を市場のロジックに沿ったかたちで資本のもとへ再回収するためのものなのだ。……すなわち、キルシネル政権は、市場のもとでの起業のチャンスという受動性、あるいは、より端的に言えば、市場へ復帰するチャンスの要求という受動性を改めて運動に割り振り……」(118-119)

「《闘争＝生産》のさらなる拡大を導き得る条件へと「社会プラン」が転換されるのは、政府と運動とのあいだの「同盟」に基づいた制度的イノヴェイションを通じてのことなどではなく、あくまでも、吸収に抗い自律性の構築へと向かおうとする欲望がそれぞれの運動を力強く貫くことによってのことなのだ。ピケトロ運動のなかでも特にラディカルな組織のひとつについて語られた次の一節は、闘争がその中心点において生い立つ様子をこの上なく見事に描き出している。

　そうした実験的な試みは[……]、小規模起業のための融資をまったく躊躇することなく受け取りますが、しかしながら、小規模起業をどう組織し管理しなければならないかといったことを説明しに政府の専門家がやってくることは決して許しません。同時にまた、そうした実験的試みは、諸運動によって組織された電気・ガスの「不法な」接続を切断しようと私企業の技術者たちが政府の保護を受けてバリオにやってくることについても、まったく歓迎しません。」(120-121)

トニー・フィッツパトリック『自由と保障――ベーシック・インカム論争』

（武川正吾・菊地英明訳、勁草書房、1999/2005年）

武川正吾「訳者まえがき」

「シングル世帯の増加、女性雇用率の増加、若年失業の慢性化、非正規雇用の一般化」

「従来の福祉国家が前提としていたものが大きく崩れつつある」(iii)

「もっとも身近な日本の年金改革のコンテクストで考えれば、基礎年金の財源調達方式をめぐる議論はBIとの関連が深い。一方で現行の社会保険方式による所得比例年金を擁護する考え方があるが、他方で、基礎年金の財源を税方式に変えていこうとする考え方もある。基礎年金の国庫負担を引き上げていくという方向は、筆者のいう「保険と扶助のシステム」からBIのシステムへと近づいていくことを意味する。そのうえで公的年金を基礎年金に限定するということになれば、さらにBIの構想に近接してくることになる。

　例えば、経済学者の橘木俊詔氏は、現行の厚生年金を廃止して、1人当り月8万5000円から9万円の全額税方式の基礎年金を提唱しているが、これはイギリスの児童給付の高齢者版であり、一種のBIということができる（もっとも同氏の場合は、のちに高額所得者を基礎年金の給付から除外するために資力調査を導入することを主張するようになっているため、同氏の基礎年金はこの点では無条件性を重視するBIとは異なっている。また同氏の場合には世帯単位の発想もあり、この点もBIとは異なる）。」(vi)

橘木俊詔『安心の経済学』（岩波書店、2002年）

「第Ⅰ部」

「第1章　基本に進め」

「BIとは、毎週ないし毎月、すべての男性・女性・子どもに対して、市民権に基づく個人の権利として、すなわち、職業上の地位、職歴、求職の意思、婚姻上の地位とは無関係に、無条件で支払われる所得のことである。給付水準の設定次第で、現存する給付、税の減免、所得控除のすべて、あるいは大部分はBIで置き換えることができる。したがって、ある人びとは、BIを「窓口」で現金給付として受け取ることになるが、他の人びとは、支払うべき税金を減らす税額控除として受け取る。BIは無条件に与えられるものだが、給付水準を年齢に応じたものに変えることも可能である。たとえば、年金受給者には高めのBIを、子どもには低めのBIを支給するというようなことが想定できる。」(3-4)

「BIは市民権に基づく基本的な権利や、少なくとも最低限の水準の所得保障を受ける権利を具体化したものであり、有償労働を重視する社会保障給付の保険／給付モデルに取って代わるものである。」(4)

「第2章　社会保障の給付と負担」

「6種類の所得移転」「社会保障」「給付」

「社会保険給付」「失業、疾病、退職」

「社会扶助給付」「保険給付の資格のない人たち」「残余的なセーフティネット」

「カテゴリー別給付」「児童給付」「障害者生活手当」

「自由裁量給付」1988年創設の社会基金

「職域給付」

「財政移転」住宅ローン減税、勤労所得税額控除

「2.3　社会保障の目的」

ベヴァリッジ

「窮乏」あるいは貧困の防止

社会保障が完全雇用経済を作り出すのに寄与することも期待

『社会保障改革』(DHSS: Department of Health and Social Security, 1985)

「現金移転の目的」「第1に、制度は、真の必要をみたすものでなければならない。第2に、制度は、経済の一般的な目標と両立しなければならない。第3に、制度は、理解しやすく、運営しやすいものでなければならない。サッチャー政権の解釈によると、これらの目的は、資力調査、裁量にもとづく給付、労働倫理の強化、ということになる。」(27)

バーとコールター(Barr, N. and Coulter, F. (1990) ‘Social Security: Solution or Problem?’, in Hills, J. (ed.) The State of Welfare, OUP)

社会保障の3つの一般的目標

「労働と貯蓄のインセンティブを著しく損なわないという意味での効率性、最も必要とする人へ適正な最低所得を給付するという意味での衡平（エクイティ）、そして運営のしやすさ。」

3つの戦略的目的

「所得補助。これは救貧を成し遂げ、生活水準を保ち、ライフサイクルを通して個人の所得を再分配するものである。階級、人種、性に関する不平等の縮小。そして社会統合。給付は、スティグマを伴うことなしに社会参加を可能にするものでなければならない。」(27)

ポール・スピッカー(Spicker, P. (1993) Poverty and Social Security, Routledge)

給付システムの6つの目標

「第1に、給付システムは、貧困から救済することを通して、個人的な必要や社会的な必要をうまく充足する。なぜなら、給付支出は需要を促進し、それによって経済の調整者としての働きもするからである。第2に、金銭移転は社会的不利益への補償となる。例えば、障害者への金銭的な支援があげられる。第3に、システムはリスクに対する補償と保護をある程度提供する。これは、個人がある生活水準を維持するのを支援するだけでなく、社会に安定と統合をももたらすものである。第4に、給付システムは、人びとに抑圧的な社会規範に従うよう要求することによって、そして抑圧的、搾取的、不公平な社会的分業を再生産することによって、不利を作り出すかもしれない。第5に、給付システムは、様々な正負の誘因を通じて人びとの行動を変える。最後に、社会保障は、人びとを社会関係の連帯のネットワークに統合するとともに、個人の潜在的な可能性を引き出すのを支える。」(27-28)

「2.4　福祉の社会的分業」

ティトマス『福祉国家の理想と現実』(1958/1967)

「第1に、ティトマスは国家福祉と財政福祉を区別した。前者は人びとに財や資源を与えて福祉を向上させようとするものを指している。後者は人びとから資源を故意に徴収しないことから生まれる福祉のことを指している。したがって、現金移転は国家福祉に分類され、税の減免や控除は財政福祉に分類される。ティトマスの分類は以下の点で重要である。前者は支出として定義されるため、当然のことながら政府は支出が増加した時には懸念を表明するだろう。それに対して後者は同じような形で関心を引くような傾向がないため、抑制されにくい。要するに、国家福祉に対する反応と財政福祉に対する反応は異なるのである。私たちは、貧しい人びとに対するコストと「負担」についての強迫観念にとりつかれがちである。彼ら彼女らが公共の富を食い物にしていると見なされるからである。しかし、貧しくない人びとが恩恵を受ける財政福祉国家[ママ]については都合良く見逃しているのである。」(28)

「このため、すでに述べたように、好んで財政移転を用いる政府がある。財政移転が「支援」と見なされるのに対して、伝統的な給付は、その当否はともかく、「施し」と見なされるからである。……「救済に値する者」に対しては財政移転が提供され、「救済に値しない者」は給付だけに頼らなければならない、という状況が生まれている。」(28-29)

「ティトマスは職域福祉に対しても関心を払った。これは人びとが自分の雇用に基づいて手に入れる利益であり、例えば、社員食堂、住宅、ジムへの補助、社用車、生命保険証券、民間医療保険などがある。これらは、「間接賃金」と見ることができる。」(29)

「したがって、金銭移転についての議論はすべて、間接的な形をとる福祉に敏感でなければならない。これらの区別に関心を払うことが重要なのは、私たちが本書を通して、BIが隠れた福祉国家（あるいは、少なくとも隠れた所得移転システム）を白日の下にさらそうと挑んでいるからである。例えば、次の章でみるように、BIの支持者は取り消された歳入(foregone revenue)を公共支出として算定すべきだということを主張している。このことは、給付と税の減免や控除を同じように考えるべきだということを意味している。したがって、もし多くの人びと（富裕層を含む）がすでに国家からある種の最低所得を受け取っているならば、BIは単にこのことを明かにし、貧困者を差別しがちなシステムを合理化する方法にすぎないだろう。要するに、BIは、今日、移転システムの内部に残存する「社会的分裂」への挑戦を意味している。」(29-30)

「2.5　失業と貧困の罠」

「第3章　ベーシック・インカムの原理」

「第4章　弁護人対検察官」

「4.5　フリーライダーをするサーファー」

「この論点はBIへの反対論のなかでも最も重要なもの」(68)

「これはジョン・ロールズがいう「浜辺のサーファー」のこと指している(Rawls, J. (1988) ‘The Priority of Right and Ideas of the Good’, Philosophy and Public Affairs, vol. 17, pp. 251-76.)。ロールズは、何もしないで一日中サーフィンばかりしている者がいると仮定した上で、そのような者にもBIが支払われることを根拠に、BIに反対している。しかし、サーファーも何らかのことを行っているのだという指摘がすぐに返ってくるだろう。彼または彼女はサーフィンを見て楽しむ人に娯楽を提供しているのだ、と。」(68-69)

「以下のように簡単に言い換えることが可能である。BIとは「ただでもらえる」所得のことである。健常者であっても社会に対して一切貢献をする必要はない。それどころか、何もしないことを選択した場合でも、BIを受給できるのである。市民権という概念が無意味でないとするならば、そこには権利と義務とのあいだのある種の互酬性が含まれていなければならない。しかし、どのような義務（賃労働、ケアワーク、教育・訓練のうち、どれであるかは問わない）であっても実際に果たす必要がないのであれば、BIはこの互酬性を破っているわけだから、義務を伴わない形で福祉の給付を行いうると言っているに過ぎない。そのようなBIを導入するのであれば、誰かが生産のために払った努力に、別の者がただ乗りするのを助長し、経済的な意味での社会の持続可能性に脅威を与えるだけだろう。BIは、人が社会のなかで生産的かつ有益な行動をしているか否かを判断する基準を撤廃するように見える。」(68-69)

「再反論」

「自然からの授かりもの説」「雇用レント説」「プラグマティックな議論」「プライスタグ説」

「サーファーへの反対論がとる前提の1つとして、社会的な共同基金に何も投じない者にはそこから一銭たりとも受け取ることを許すべきではない、というものがあげられる。しかしこの前提は、現在の労働（第一義的には賃労働とケア労働のことを意味する）が既存の社会財(social assets)のストックに対して行っている貢献を過大に見積もっている。」(69-70)

「私たちのグループが無人島に漂着して、これから生きていくためには魚を食べていかなければならないという運命に陥ったとしよう。そして、50パーセントの入漁税を徴収することに合意したとする。このことは、各個人が日々捕まえる魚の半分を取って、残りの半分を保険としてプールの中に入れ、魚を少ししか捕れなかった者に分配するということである。このとき、サーファーへの反対論は、次のようなことを言っていることになる。生産的なことを何もしない選択をした者は、この蓄えに対する請求権がないのであり、したがって基本的魚手当は怠けるのを助長しているのである、と。」(70)

「しかし私たちの社会は本当にこのようなものに譬えることができるのだろうか。そうではないと思われる理由が2つある。

　第1に、社会財が現在存在している程度にまで増えたのは、社会の成立以前から天然資源が存在したからである。私たちが今享受している富は、すべての者の共同財産である天然資源から得たものである。だから、たとえサーファーが生産的なことを何一つしていなかったとしても、サーファーは依然としてこの天然資源の共同所有者なのである。このことは、捕まえようと努力しなくとも、毎日一定数の魚が浜辺に打ち上げられている島に住むことができる幸運に似ている。ゆえに、これは、他人が行った漁によって基本魚手当が可能になっているのではなく、島のおかげだということになる。このような環境のもとでは、サーファーはフリーライダーとはいえない。……しかし、サーファーへの反対論を行う者の中には、天然資源を社会財にするためには労働が必要である、と指摘する者がいる。」(70)

「この点で、自然の恵みに関する議論は、社会は上述のアナロジーとは異なるという疑問に対して、第2の根拠が必要となる。現在の労働だけでは、天然資源を社会財に変えるためになされた労働のうち、ごく一部しか説明できない。事実、私たちがこれまでに蓄積されてきた富を享受できるのは、大部分、過去の労働のおかげなのである。……過去の世代に対する責任がありえない以上、サーファーとサーファーでない者の間には、経済的な授かり物を受ける権利という点でほとんど違いがない。BIはこの点からも正当化できる。」(71)

「サーファーへの反対論は、事実上以下のような不満の形で要約できるだろう。それは、「どうして、職についている私たちが、職についていないあなたたちにお金をあげなければならないの」というものである。」(72)

「ワルラス派的な経済、すなわち純粋な意味で競争的でかつ柔軟な経済のもとでは、時給4ポンドのロジャーを首にして、時給3ポンドで働くというサラを雇う方が、私にとっては利益になる。しかし、そのようなことは現実的ではないという議論もある。ロジャーを解雇して、サラを雇って訓練するためにはコストがかかる（「インサイダー・アウトサイダー」効果）。また、たとえ長期的に見ると私が節約できる時給1ポンド分の方がこの種のコストより大きくなることがあったとしても、賃金が低いと熱心に働こうとする動因や誘因が損なわれるので（「効率賃金」の効果）、ロジャーよりサラの方が優れているということにはおそらくならないだろう。要するに、私たちが実際に生活している、柔軟性を欠いた非ワルラス派的経済のもとでは、このようなリスクはとるに値しない。

　したがってロジャーは雇用レント（雇用の差額地代）を独占していることになる。雇用レントとは、ロジャーが現に受け取っている収入と、純粋な意味で柔軟な経済を想定したさいに受け取ることができる収入との差額のことである（私が挙げた例では1ポンドに相当する）。したがって、ロジャーがサラ（職探しをあきらめたサラ）に対して、「どうして私が何もしていないあなたのためにBIを払わなければならないの」といったようなサーファー反対論を唱えるならば、サラは次のように応酬するだろう。「非ワルラス派的な経済の下では、仕事が一番大事な社会財（アセット）なんだから、あなたが雇用レントを独占した対価として、私がBIを無条件にもらったっていいじゃないの」と。……もはや誰がフリーライダーなのかはっきりしなくなる。職探しをもうしていないサラなのか、雇用レントを独占しているのにBIのためのお金を払いたくないロジャーなのか。」(72-73)

「当然、議論は次の2点に収斂するだろう。第1に、非ワルラス派的な経済学を正確に記述し説明するとどうなるのか。「インサイダー・アウトサイダー」効果や「効率賃金」の効果は、労働市場に本質的に存在する特徴として捉えるのではなくて、除去すべきものとして捉えるべきなのだろうか。第2に、社会財の価値を平等に分かち合うと言ったとき、それは無条件に分かち合うことを意味するのだろうか。」(73)

「プラグマティックな議論は、BIがフリーライダーを生むことは認めるが、これを不可避の代償と考える。」「見分けるのが単に厄介」。「BIだけで生活しようとする者が、贅沢に暮らすのは無理」。(73-74)

「島では900人が灯台を建てるための費用を出したが、残りの100人は出さなかった。費用を出さなかった100人は、負担をまったくしていないにもかかわらず灯台から利益を得ているわけだから、フリーライダーということになる。」(75)

「公共財から社会的・経済的利益を受けない者はほとんどいないが、それは利益を受けないという選択肢が存在しないからである。互酬的な義務が成り立つためには、給付を受け取るか否かについて制限や条件が課されることなく、相当広い範囲で自由選択が認められていなければならない。公共財の生産の可否についての発言権がなかった場合でも、公共財から利益を受けることがあれば、そこには義務が伴うと言うことができるだろうか。……100人の非貢献者は、灯台の建設に対してどのような発言権があったのであろうか。他の900人の島民が勝手に決めたことではなにのだろうか。非貢献者がフリーライダーとして非難されるのは、彼ら彼女らが灯台の建設に賛成したにもかかわらず、建設に従事することを拒否した場合に限るという方がよいのではないだろうか。」(77)

「非BI社会では、「フリーライダー」というものは、いくぶん曖昧模糊としたものである。なぜならそこでは全員が、自らが貢献していない財から一定の利益を受けとっているからである。」(78)

Philippe Van Parijs, Marxism recycled (Cambridge U. P. 1993)

8 A capitalist road to communism (with R. J. van der Veen)

……the Left need not be committed to socialism. We believe there is another way forward, a radical alternative to socialism……
 This belief is unorthodox enough. It implies, among other things, that the ‘working class’, even broadly defined, is not the social force that the Left should systematically identify and side with. (155)

8.1 Does communism require socialism?

It[socialism] refers to a society in which workers collectively own the means of production―and in which therefore they collectively decide what these should be used for and how the resulting product should be distributed, namely according to the principle: ‘To each according to his labour’…….It[communism] is defined by the distribution principle: ‘From each according to his abilities, to each according to his needs’―which implies at least that the social product is distributed in such a way (1) that everyone’s basic needs are adequately met, and (2) that each individual’s share is entirely independent of his or her (freely provided) labour contribution. Socialism, as defined, implies that ‘exploitation’ is abolished―workers appropriate the whole of the social product―while communism, as defined, implies that ‘alienation’ is abolished―productive activities need no longer be prompted by external rewards. (156)

 Why then do we need socialism? Why can’t we move straight into communism? There are two standard answers to these questions. (156-157)

 (1) to reshape man, to turn him into the altruistic person communism requires

 (2) communism is bound to fail under conditions of scarcity

Both answers fail(157)

……because the latter[communism] does not require altruism. (157) 

 Even at the lower stage of communism, as Marx describes it in the Critique of the Gotha Programme, part of the social product is distributed according to needs―whether to meet the individual needs of those unable to work or to fulfil collective needs. The transition to full communism can then be viewed as gradual increase of the part of the social product distributed according to needs vis-à-vis the part distributed according to labour contributions. Progress along this dimension does require that material rewards should gradually lose their significance, but does not entail that workers should be increasingly driven by altruistic motives. To start with, non-material rewards (respect, esteem, prestige, fame, glory and the like) could be substituted for material ones as a way of motivating people to perform the required amount of work. (157)

 By proceeding along this dimension―the improvement of work up to the point where it is no longer work―the transition to communism need not rely in any way on the development of altruism, nor indeed on any other transformation of human nature. It takes people and their preferences as they are, but alters the nature of (paid) work up to a point where it is no longer distinguishable from free time. (158)

scarcity, productive forces, productivity growth

 The question, then, is not whether productivity growth, in the relevant sense, is indispensable to the advent of communism―it certainly is―but rather whether socialism is superior to capitalism as a means of achieving productivity growth…….he[Marx] argues the development of the productivity forces is fettered under advanced capitalism: (158)

If ‘abundance’ in some sense is a key condition for the realization of communism and if the development of the productive forces, as understood above, constitute the way of reaching it, should not a rational pursurer of communism frankly opt for capitalism? Of course, capitalism as such offers no guarantee that the quality of work will be improved, that more and more will be distributed according to needs, or that increased productivity will be reflected in the reduced effort rather than in growing output. But as we shall see shortly, one key institutional change within capitalism could turn such tendencies into endogenous features of the system. (160)

8.2 Is socialism morally superior?

exploitation

8.3 Two types of guaranteed income

It[Capitalism] does not exclude the possibility of a social income whose recipients need not contribute anything to production at the time they receive it. It is of crucial importance, however, to distinguish between different formulas of social income in this sense. (161)

 Some of them are just indirect wages. They involve an indirect connection with labour contribution. (161)

unemployment benefits in advanced capitalist countries

Adler-Karlsson, Gorz, Duboin

Other formulas, however, grant a genuine guaranteed income: the connection with labour contribution is completely severed. (162)

basic social security
unconditional universal grant or basic income

In the case of these last two formulas, it makes sense to say that an increase in the level of the social income moves us closer (ceteris paribus) to communism, as defined by distribution according to needs.

whereas the former version would lock the transition to communism in a dead end, the latter provides a promising way of effecting it. (162)

8.4 Universal grants and the transition towards full communism

Consequently, if communism is to be approached within a capitalist society, it must be by way of raising as much as possible the guaranteed income in the form of a universal grant. Note that this maximization could be conceived in either absolute or relative terms. Maximizing the guaranteed income in absolute terms could be justified on the basis of John Rawls’s well-known ‘different principle’: it would amount to eliminating all income inequalities that are not required if the least advantaged―here identified as those who have no income, in cash or in kind, apart from the guaranteed minimum―are to be as well off as possible. Such an elegant way of combining the imperatives of equality and efficiency may seem attractive to many. But it does not coincide with the Marxian objective of abolishing alienation, which implies instead, at least as a first approximation, that the guaranteed income should be maximized in relative terms. Communism is achieved when the whole social product is distributed irrespective of each person’s contribution, not when the share each gets irrespective of his contribution reaches some absolute threshold. (163-164)

fundamental needs, abundance

In the remaining pages, we want to focus instead on the following question. Let us suppose that the empirical claim just made is correct. Let us suppose, in other words, that technology, capital stocks and preferences are such, in advanced capitalist countries, that it is possible to provide everyone with a universal grant sufficient to cover his or her ‘fundamental needs’ without this involving the economy in a downward spiral. How does the economy evolve once such a universal grant is introduced?

 A precise answer to this question would obviously require that one specify the way the universal grant would be financed (indirect or direct taxation, progressive or proportional), the way it would be modulated according to age, the extent to which it would replace or supplement other public expenditures, and so on. In very general terms, however, it can be said that introducing such a universal grant need not cancel capitalism’s endogenous tendencies towards productivity increases. But it would twist these tendencies so that productivity in the comprehensive sense (amount of effort, rather than simply of labour time, per unit of product) will be promoted more effectively than before. For the workers’ unconditional entitlement to a substantial universal grant will simultaneously push up the wage rate for unattractive, unrewarding work (which no one is now forced to accept in order to survive) and bring down the average wage rate for attractive, intrinsically rewarding work (because fundamental needs are covered anyway, people can now accept a high-quality job paid far below the guaranteed income level). Consequently, the capitalist logic of profit will, much more than previously, foster technical innovation and organizational change that improve the quality of work and thereby reduce the drudgery required per unit of product.

 The growth of productivity in this comprehensive sense does not guarantee that the economy will move toward communism as defined above. It only provides a necessary condition for it. ……If instead there is a political will to use increased productivity for changing the distribution pastern (and thereby reducing the effort prompted by differential rewards) rather than for increasing output, capitalist societies will smoothly move towards full communism. (165-166)

8.5 From supply-side economics to political ecology

 A policy that gives a guaranteed income for all a high priority could be guided by at least four distinct principles: it could attempt:

(1) to maximize the total product (both actual and taxable) under the constraint that the universal grant should reach a given minimum level (growth-oriented criterion)

(2) to maximize the absolute level of the universal grant (Rawlsian criterion)

(3) to maximize the relative level of the universal grant (as a proportion of total taxable income)―which amounts, under our assumptions, to maximizing the tax rate―under the constraint that its absolute level should not fall below some given minimum level (Marxian criterion)

(4) to maximize equality, as approximated by the ratio of the universal grant to the actual total product, subject again to the (not necessarily binding) constraint that the universal grant does not fall below some minimum level (equality-oriented criterion) (166-167)

ecologism, not socialism (170)

8.6 Freedom, equality, and growth
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